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地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条第 1項、第2項及び第4項の規定により、金沢市監査基準(令和 2年

監査公表第 3号)に準拠し実施した財務事務等監査の結果に関する報告を次のとおり決定したので、同条第 9項の規

定により当該報告を公表します。

令和4年4月 1日

金沢市監査委員 西 尾

金沢市監査委員 中 キす

金沢市監査委員 野 本

金沢市監査委員 下 沢

第 1 監査の概要

1 監査の対象局等及び実施期間

監査の対象 局 等

都市政策局 企画調整課、金沢美術工芸大学建設事務所、広報広聴課、交通政策課、歩け

る環境推進課、国際交流課、東京事務所

文化スポーツ局 オリンピック関連事業推進室、文化政策課、文化財保護課、歴史都市推進謀、

スポーツ振興課、金沢マラソン推進課

農林水産局 農業水産振興課、農業基盤整備課、森林再生課、中央卸売市場事務局、公設

花き地方卸売市場事務局

福祉健康局 健康政策課、介護保険課、医療保険課

教育委員会 教育総務課、学校職員課、学校指導課、市立工業高等学校、生涯学習課、図

書館総務課、教育プラザ(学校教育センター)

農業委員会 事務局

2 監査を執行した監査委員

西尾昭浩、中村哲郎、野本正人、下沢広伸

3 監査の対象範囲

B?1 浩

哲 民日

正 人

広 伸

実施期間

令和 3年7月16日

令和4年3月17日

令和 2年度における財務に関する事務等(ただし、必要と認められた令和 3年度及びその他の年度の事務等を

含む。)

4 監査の対象項目

(1) 収入に関する事務

(2) 支出に関する事務

(3) 契約に関する事務

(4) 財産管理に関する事務

(5) 経営に係る事業の管理

(6) その他必要と認める項目
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5 監査の着眼点

全国都市監査委員会が定める監査等の着眼点の「財務事務監査の着眼点」、「経営に係る事業管理監査の着眼点」、

「工事監査等の着眼点」及び「行政監査の着眼点」に基づき、当該事務事業が法令等に従って適正かつ効率的・

効果的に行われているかを主眼として、監査を実施した。

6 監査の実施内容

監査に当たっては、あらかじめ関係資料の提出を求め、抽出により諸帳簿等の関係書類等について調査を行う

とともに、関係職員から説明を聴取した。

第2 監査の結果

財務に関する事務等については、次のとおり改善を必要とする事項があったので、内容を十分把握して適切な

措置を講じられたい。

なお、公表すべき事項には至らなかったが、改善を必要とする事項等については、関係課長に改善を促したの

で、記述を省略した。

1 財産管理に関する事務

(1) 建物の管理業務

[指摘事項(改善を必要とする事項)J

建物の法定点検で不備と指摘された箇所のうち、 2年度以上改善されないままになっている箇所があるの

で適正を期す必要がある。

[中央卸売市場事務局、公設花き地方卸売市場事務局]

⑨金沢市監査公表第 3号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第242条第 1項の規定により職員措置請求書の提出があり、同条第 5項の規定

により、金沢市監査基準(令和2年監査公表第3号)に準拠し実施した監査の結果を決定し、請求人に通知したので、

同項の規定によりこれを公表します。

令和4年4月 1日

金沢市監査委員 西 尾 s?1 浩

金沢市監査委員 中 キナ 哲 自日

収監査第 54号

令和4年3月31日

(2022年)

林木則夫様

金沢市監査委員 西 尾 日百 浩

金沢市監査委員 中 村 哲 自日

住民監査請求に係る監査の結果について(通知)

令和4年2月2日に提出のあった職員措置請求書について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第242条第5項の

規定により、金沢市監査基準(令和 2年監査公表第 3号)に準拠し監査を実施し、その結果を次のとおり決定したの

で通知します。

第 l 請求の受付

1 請求人

金沢市小坂町西61番地7

2 請求書の提出日

令和4年 2月2日

3 請求の内容

林木則夫

請求人から提出された職員措置請求書(別紙第 1のとおり)による主張及び措置要求の要旨は、次のとおりで

ある。

(1) 請求人の主張要旨

2 


